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１．農業者なら広く加入できます。
　　　国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している60歳未満の方。

２．少子高齢化時代に強い積立式年金
　　　自分で納めた保険料とその運用益により年金額が決まる積立式の年金です。

３．保険料の額は自由に選択
　　　保険料は月２万円から６万７千円の範囲内で、自由に選ぶことができます。

４．終身保険で８０歳までの保証付き
　　　年金は生涯支給されます。もし８０歳前に亡くなっても遺族に死亡一時金が支給されます。

５．税制上の優遇措置
　　　保険料全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。

６．保険料の国庫補助制度
　　　認定農業者など一定の要件を備えた方には保険料（月額２万円）の２割、３割、５割の国庫補
　　　助があります。

農業者年金に加入しましょう
～しっかり積み立て、安心で豊かな老後を～

農家のための新聞です。ぜひご購読下さい。

○発行日　毎週１回（金曜日）
○購読料　月額　700円

確定拠出型の積立
年金で、自分で保
険料も決められ安
心して加入できま
した。将来の基礎
ができたことで、
農業を引退したあ
との生活の不安が
なくなりました。

加入者の声

詳しい内容は、農業委員会へ
お問い合せください！
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農地バンク（農地中間管理事業）が変わります

～～～【注意！】無断転用は罰せられます～～～

●農地の利用状況等を地図化して、地域で話し合いを進めます

　農地法の許可を受けずに農地を転用した場合、農地法違反となり工事の中止や現状回復の命令、懲役・
罰金の罰則適用がありますのでご注意ください。
　また、農地の埋立てや盛土等を行う際も、必ず事前にお近くの農業委員・農地利用最適化推進委員また
は農業委員会事務局にご相談ください。

　農地中間管理機構が平成26年に事業開始以来、担い手の利用面積は上昇していますが、国では、
この制度などを利用し、令和5年までに農地の8割を担い手農家へ集積することを政策目標として
います。
　今回の制度改正により、今後は地域の特性に応じて、コーディネーター役を担う組織と農地バン
クが農地の利用集積・集約化を一体的に推進することとなりました。

　
厳
し
い
暑
さ
も
和
ら
ぎ
、
涼
風
の
立
つ
頃
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
に
は
益
々
ご
健

勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
早
い
も
の
で
平
成
29
年
７
月
に
会
長
に
就
任
し
て
か
ら
二
年
が
過
ぎ
、
任
期
も
残

り
一
年
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
も
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変

化
し
て
お
り
、
課
題
は
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
の
終
わ
り
に
、
米
の
生
産
調
整
の
制
度
が
大
き
く
変
化
し
、
令
和
元
年
は
そ

の
動
向
を
見
極
め
る
う
え
で
も
重
要
な
年
に
な
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
発
動
後
の
実
質
的
な
影
響
に
加
え
、
米
国
と
の
交
渉
の
行
方
も
、
今
後
の
わ
が

国
の
農
業
を
展
開
す
る
う
え
で
大
き
な
不
安
材
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
農
作
業
の
効
率
化
や
省
力
化
に
向
け
て
期
待
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ

Ｔ
技
術
の
活
用
や
、
大
規
模
農
業
の
実
践
に
向
け
て
、
農
地
の
集
積
と
集
約
化
は
、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
課
題
で
す
。
そ
の
た
め
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
実
質

化
を
通
じ
、
農
地
利
用
の
最
適
化
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
農
業
の
振
興
・
発

展
を
推
進
す
る
こ
と
が
農
業
委
員
会
の
重
要
な
役
割
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
今
後
も
地
域
農
業
振
興
の
一
助
に
な
れ
る
よ
う
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
が
一
丸
と
な
っ
て
努
力
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
し
て
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
台
風
の
影
響
が
心
配
さ
れ
た
７
月
28

日
、
早
朝
の
雨
が
嘘
の
よ
う
に
晴
れ
上

が
っ
た
ビ
ア
ス
パ
ー
ク
し
も
つ
ま
に
、

足
立
区
伊
興
南
町
会
の
皆
さ
ん
が
訪
れ
、

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
収
穫
を
体
験
し
ま
し

た
。

　
今
年
は
梅
雨
が
長
引
き
日
照
時
間
が

不
足
し
た
た
め
か
、
甘
味
が
い
ま
一
つ

で
し
た
が
、
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
、

パ
ッ
ク
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
収
穫
し
、

自
然
に
親
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後

は
下
妻
の
食
材
を
生
か
し
た
バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
に
舌
鼓
を
打
ち
、
楽
し
い
休
日
を

過
ご
し
ま
し
た
。

　
下
妻
市
と
足
立
区
は
、
平
成
23
年
６

月
か
ら
二
年
間
、
下
妻
市
の
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
を
設
置
し
て
、
大
変
お
世
話

に
な
り
、そ
の
後
も
本
市
主
催
の「
親
子

ふ
れ
あ
い
体
験
ツ
ア
ー
」
に
参
加
い
た

だ
い
た
り
、
災
害
時
の
相
互
応
援
協
定

を
締
結
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
流

が
続
い
て
い
ま
す
。

会 

長
中

　山

　
　基

話し合いには、地域のコーディネーター役として、農業委員・
農地利用最適化推進委員、JA、土地改良区等が参加します。

●農地バンクの手続きを簡素化するなど、使いやすくします
1. 今までは市町村の農地利用集積計画と農地バンクの配分計画の２つの計画が
　必要でしたが、今回の見直しにより、市町村の集積計画のみで一括して権利設定が可能となります。

〈改正前〉

〈市町村の手続〉

〈市町村の手続〉

〈都道府県の手続き〉

［出し手→農地バンク］ ［農地バンク→受け手］

［出し手→農地バンク→受け手］

〈改正後〉

手続期間が短縮

集
積
計
画 

配
分
計
画 

集
積
計
画 

2. 受け手の皆さまが毎年行っていた農地の利用状況報告を廃止し、農業委員会が行っている利用状況調査
　に一本化することで、受け手の手間が軽減されます。

〈改正前〉

〈改正後〉

毎年の報告義務

全農地について、毎年、農業委員会が利用状況調査

必要に応じて通知

受け手 農地バンク

農業委員会
（利用状況調査を実施）

農地バンク
市町村

利
用
状
況
調
査
に
統
一
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県
外
視
察
研
修
報
告

　
７
月
３
日（
水
）・
４
日（
木
）に
「
山

梨
県
北
杜
市
」
及
び
「
Ｊ
Ａ
松
本
ハ
イ

ラ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
や

ま
が
た
」
で
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し

た
。

　
１
日
目
は
北
杜
市
で
行
っ
て
い
る
、

耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
の
取
り

組
み
等
の
説
明
を
受
け
、
現
地
視
察
を

行
い
ま
し
た
。

　
北
杜
市
は
、
か
つ
て
盛
ん
だ
っ
た
養

蚕
業
の
衰
退
や
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う

担
い
手
不
足
に
よ
り
、
農
地
面
積
の
17

％
が
耕
作
放
棄
地
と
な
り
、
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

県
と
市
農
業
振
興
公
社
が
連
携
し
て
、

日
照
時
間
が
長
い
こ
と
、
交
通
ア
ク
セ

ス
が
良
い
こ
と
な
ど
の
利
点
を
生
か
し
、

多
数
の
農
業
型
企
業
を
誘
致
し
、
耕
作

放
棄
地
の
解
消
及
び
雇
用
拡
大
に
つ
な

げ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
ま
た
、
Ｊ
Ａ
松
本
ハ
イ
ラ
ン
ド
で
は
、

農
産
物
直
売
所
と
し
て
、
フ
ァ
ー
マ
ー

ズ
ガ
ー
デ
ン
「
や
ま
が
た
」、「
あ
か
し

な
」、「
う
ち
だ
」、「
や
ま
べ
」
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
２
日
目
は
こ
の
「
や
ま
が

た
」
を
視
察
し
、
地
産
地
消
の
取
り
組

み
や
地
元
農
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル（
利
用
状
況
調
査
）を
実
施
し
ま
し
た

　
市
農
業
委
員
会
で
は
、
6
月
か
ら
8

月
に
か
け
て
、
農
地
の
利
用
状
況
に
つ

い
て
現
地
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
こ
の
調
査
は
、
農
地
法
に
基
づ
き
農

地
の
利
用
状
況
と
実
態
を
把
握
し
、
遊

休
化
し
て
い
る
農
地
の
解
消
と
有
効
利

用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
毎
年
、

農
業
委
員
会
が
実
施
し
て
い
る
も
の
で

す
。

　
本
年
も
、
農
業
委
員
及
び
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
が
市
内
各
地
区
の
農

地
を
調
査
し
、
遊
休
農
地
や
遊
休
化
の

お
そ
れ
が
あ
る
農
地
は
な
い
か
、
農
地

を
違
法
に
転
用
し
て
い
な
い
か
、
な
ど

の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、

遊
休
農
地
に
つ
い
て
、
耕
作
が
可
能
と

見
込
ま
れ
る
農
地
の
所
有
者
に
対
し
、

そ
の
農
地
を
自
ら
耕
作
す
る
か
、
貸
付

を
希
望
さ
れ
る
か
な
ど
の
利
用
意
向
調

査
を
行
い
、
農
地
の
有
効
活
用
に
向
け

た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

　
荒
れ
て
い
る
農
地
は
、
周
辺
の
耕
作

者
に
迷
惑
を
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
景

観
や
生
活
環
境
の
悪
化
に
も
つ
な
が
り

か
ね
ま
せ
ん
の
で
、
解
消
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

45

（10日が休日の場合は、その次の開庁日です。）
農地法に基づく許可申請の受付締切は、毎月10日です。

農業委員・農地利用最適化推進委員の担当地区一覧

農地利用最適化推進委員農業委員
地区名

下　　妻

大　　宝

騰波ノ江

上　　妻

総　　上

豊 加 美

高 道 祖

蚕飼・宗道

大　　形

合　　計

氏　名 住　所

下妻戊50番地1

下妻戊184番地1

福田62番地

平川戸278番地

若柳丙343番地1

数須160番地

大木743番地3

前河原898番地

小島8番地

中居指207番地

柳原298番地

山尻158番地1

高道祖4605番地

高道祖4470番地

大園木262番地

原934番地

村岡1064番地

別府1065番地2

皆葉1209番地

稲川　　隆

森　　槇雄

篠﨑　宏之

白井　安男

程塚　裕行

中山　　基

栗島　喜好

齋藤　孝夫

京空　克芳

野村　　操

飯岡　勝美

木村　一巳

飯村　　昇

塚田　好克

倉持　　治

平塚　良一

柴崎　　尚

髙橋　節雄

中島喜美夫

下妻戊45番地

大宝642番地

若柳甲353番地

黒駒1128番地5

大木1783番地

二本紀903番地

新堀546番地内の1

高道祖4431番地5

下栗7番地

鎌庭60番地1

五箇193番地

稲川　広美

関　　純生

篠﨑　隆一

飯村　　正

磯山　　誠

草間　　昭

草間　　治

笠島　　修

鈴木　幹夫

飯島　晴彦

羽賀　　茂
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農地等のご相談は
　　お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員へ！

氏　名 住　所

北杜市・永井原工区大規模野菜団地にて

「やまがた」にて説明を受ける農業委員・農地利用最適化推進委員



県
外
視
察
研
修
報
告

　
７
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３
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水
）・
４
日（
木
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「
山

梨
県
北
杜
市
」
及
び
「
Ｊ
Ａ
松
本
ハ
イ

ラ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
や

ま
が
た
」
で
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し

た
。

　
１
日
目
は
北
杜
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し
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。
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し
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携
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。
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ー
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デ
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だ
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。
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ま
が
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取
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。
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に
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な
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、
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ど

の
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を
行
い
ま
し
た
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今
後
は
、
こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、

遊
休
農
地
に
つ
い
て
、
耕
作
が
可
能
と

見
込
ま
れ
る
農
地
の
所
有
者
に
対
し
、

そ
の
農
地
を
自
ら
耕
作
す
る
か
、
貸
付

を
希
望
さ
れ
る
か
な
ど
の
利
用
意
向
調

査
を
行
い
、
農
地
の
有
効
活
用
に
向
け

た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
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荒
れ
て
い
る
農
地
は
、
周
辺
の
耕
作

者
に
迷
惑
を
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
景

観
や
生
活
環
境
の
悪
化
に
も
つ
な
が
り
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ね
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で
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解
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に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
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45

（10日が休日の場合は、その次の開庁日です。）
農地法に基づく許可申請の受付締切は、毎月10日です。

農業委員・農地利用最適化推進委員の担当地区一覧

農地利用最適化推進委員農業委員
地区名

下　　妻

大　　宝

騰波ノ江

上　　妻

総　　上

豊 加 美

高 道 祖

蚕飼・宗道

大　　形

合　　計

氏　名 住　所

下妻戊50番地1

下妻戊184番地1

福田62番地

平川戸278番地

若柳丙343番地1

数須160番地

大木743番地3

前河原898番地

小島8番地

中居指207番地

柳原298番地

山尻158番地1

高道祖4605番地

高道祖4470番地

大園木262番地

原934番地

村岡1064番地

別府1065番地2

皆葉1209番地

稲川　　隆

森　　槇雄

篠﨑　宏之

白井　安男

程塚　裕行

中山　　基

栗島　喜好

齋藤　孝夫

京空　克芳

野村　　操

飯岡　勝美

木村　一巳

飯村　　昇

塚田　好克

倉持　　治

平塚　良一

柴崎　　尚

髙橋　節雄

中島喜美夫

下妻戊45番地

大宝642番地

若柳甲353番地

黒駒1128番地5

大木1783番地

二本紀903番地

新堀546番地内の1

高道祖4431番地5

下栗7番地

鎌庭60番地1

五箇193番地

稲川　広美

関　　純生

篠﨑　隆一

飯村　　正

磯山　　誠

草間　　昭

草間　　治

笠島　　修

鈴木　幹夫

飯島　晴彦

羽賀　　茂
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農地等のご相談は
　　お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員へ！

氏　名 住　所

北杜市・永井原工区大規模野菜団地にて

「やまがた」にて説明を受ける農業委員・農地利用最適化推進委員
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主
な
内
容

第29号

6

１．農業者なら広く加入できます。
　　　国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している60歳未満の方。

２．少子高齢化時代に強い積立式年金
　　　自分で納めた保険料とその運用益により年金額が決まる積立式の年金です。

３．保険料の額は自由に選択
　　　保険料は月２万円から６万７千円の範囲内で、自由に選ぶことができます。

４．終身保険で８０歳までの保証付き
　　　年金は生涯支給されます。もし８０歳前に亡くなっても遺族に死亡一時金が支給されます。

５．税制上の優遇措置
　　　保険料全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。

６．保険料の国庫補助制度
　　　認定農業者など一定の要件を備えた方には保険料（月額２万円）の２割、３割、５割の国庫補
　　　助があります。

農業者年金に加入しましょう
～しっかり積み立て、安心で豊かな老後を～

農家のための新聞です。ぜひご購読下さい。

○発行日　毎週１回（金曜日）
○購読料　月額　700円

確定拠出型の積立
年金で、自分で保
険料も決められ安
心して加入できま
した。将来の基礎
ができたことで、
農業を引退したあ
との生活の不安が
なくなりました。

加入者の声

詳しい内容は、農業委員会へ
お問い合せください！




